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実際の判決書（決定書） ウェブサイト 頁 行

六月一三日言渡 六月一三言渡 2 21

保護しているのではない。 保護しているのではない、 3 18

立法趣旨である 立法、趣旨である 6 10

関する限り 関するに限り 6 14

民事法分野における 民事法分野ににおける 6 22

昭和三五年（オ）第一〇二三号 昭和三五年オ第一〇二三号 7 5

不利益な結果 不利益や結果 8 14

別口の元利金 別日の元利金 11 8

ついても同様 ついも同様 11 18

四条二項 西条二項 12 21


